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令和元年第３回牛久市議会定例会 

 

議事日程第５号 

    令和元年１２月１３日（金）午前１０時開議 

 日程第 １．議案第５９号 牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

              する基準を定める条例について 

 日程第 ２．議案第６０号 牛久市下水道事業の設置等に関する条例について 

 日程第 ３．議案第６１号 牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 

              の一部を改正する条例について 

 日程第 ４．議案第６２号 牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ５．議案第６３号 牛久市水洗便所改造資金助成条例を廃止する条例について 

 日程第 ６．議案第６４号 令和元年度牛久市一般会計補正予算（第６号） 

 日程第 ７．議案第６５号 令和元年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１ 

              号） 

 日程第 ８．議案第６６号 令和元年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第 ９．議案第６７号 令和元年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第１０．議案第６８号 令和元年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１ 

              号） 

 日程第１１．議案第６９号 物品購入契約の締結について 

 日程第１２．議案第７０号 指定管理者の指定について 

 日程第１３．議案第７１号 指定管理者の指定について 

 日程第１４．議案第７２号 指定管理者の指定について 

 日程第１５．意見書案第２号 教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見 

               書の提出について 

 日程第１６．議案第７３号 令和元年度牛久市一般会計補正予算（第７号） 

 日程第１７．議案第７４号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第１８．意見書案第３号 「労働者協同組合法（仮称）」の早期制定を求める意見書の 

               提出について 

 日程第１９．休会の件 



 

午前１０時０３分開議 

○議長（石原幸雄君） おはようございます。 

 １８番市川圭一君より欠席の届け出がありました。 

 これより本日の会議を開きます。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 市長提出議案第７３号及び議案第７４号の２件、意見書案第３号の１件が提出されましたの

で報告いたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第１、議案第５９号ないし日程第１４、議案第７２号の１４件、日程第１５、意見書案

第２号の１件を一括議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第５９号 牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定 

        める条例について 

 議案第６０号 牛久市下水道事業の設置等に関する条例について 

 議案第６１号 牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正 

        する条例について 

 議案第６２号 牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第６３号 牛久市水洗便所改造資金助成条例を廃止する条例について 

 議案第６４号 令和元年度牛久市一般会計補正予算（第６号） 

 議案第６５号 令和元年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第６６号 令和元年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第６７号 令和元年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 議案第６８号 令和元年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第６９号 物品購入契約の締結について 

 議案第７０号 指定管理者の指定について 

 議案第７１号 指定管理者の指定について 

 議案第７２号 指定管理者の指定について 

 意見書案第２号 教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書の提出につ 

         いて 

 

○議長（石原幸雄君） これより議案第５９号ないし議案第７２号の１４件、意見書案第２号

の１件について、順次質疑を許します。 



 

 ここで、質疑者並びに答弁者に申し上げます。質疑発言は、自己の意見を述べることができ

ないことは言うまでもなく、内容を的確に捉え議題に関して明瞭、簡潔にその範囲を超えない

ようお願いをいたします。また、答弁に際しては、的確かつ簡素、明瞭にされるようお願いを

いたします。 

 また、所属する委員会に付託されます案件に対する質疑は、極力委員会で質疑をされますよ

うお願いをいたします。 

 初めに、議案第５９号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第５９号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６０号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６０号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６１号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６１号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６２号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６２号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６３号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６３号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６４号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６４号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６５号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６５号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６６号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６６号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６７号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６７号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６８号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６８号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６９号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第６９号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７０号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第７０号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７１号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第７１号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７２号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第７２号についての質疑を終結いたします。 

 次に、意見書案第２号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で意見書案第２号についての質疑を終結いたします。 

 次に、日程第１６、議案第７３号及び日程第１７、議案第７４号の２件を一括議題といたし

ます。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第７３号 令和元年度牛久市一般会計補正予算（第７号） 

 議案第７４号 損害賠償の額を定めることについて 

 

○議長（石原幸雄君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） 現在上程しております議案に加え、本日、２件の追加議案を上程いた

します。 

 議案第７３号は、令和元年度牛久市一般会計補正予算（第７号）でありまして、既定の予算

額に２億９，４２８万１，０００円を追加し、予算の総額を３１９億９９１万８，０００円と

するもので、歳入歳出予算及び繰越明許費について補正するものであります。 



 

 第１表の歳入歳出予算のうち、歳出につきまして、総務費は、次の議案第７４号で御説明い

たしましたが、令和元年９月９日に発生いたしました台風１５号の強風による損害に対する賠

償経費の増額計上であり、その全額を市民総合賠償補償保険から給付されるものであります。 

 土木費は、エスカード牛久ビルについて、フロア部分、エントランス部分等のリニューアル

工事の実施に伴う牛久市負担分の計上を行うものであり、その全額に財政調整基金を充てるも

のであります。 

 第２表の繰越明許費につきましては、エスカードビルをリニューアルする事業について本年

度内に完了できない見込みであることから、予算を翌年度に繰り越して使用するため設定する

ものであります。 

 議案第７４号は、損害賠償の額を定めることについてであります。 

 本件は、令和元年９月９日午前６時ごろ、牛久市南５丁目３０番地１４付近において、市が

設置した防犯のぼり旗が、台風１５号による強風で飛ばされ、駐車していた車両に直撃し、同

車両に損害を与えたことについて、当事者と示談し、損害に対する賠償の額を定めるものであ

ります。 

 以上が、補正予算等の概要でありますが、詳細につきましては、お手元の議案書等により御

審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（石原幸雄君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案第７３号及び議案第７４号の２件について順次質疑を許します。 

 初めに、議案第７３号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第７３号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７４号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で議案第７４号についての質疑を終結いたします。 

 次に、日程第１８、意見書案第３号についてを議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第３号 「労働者協同組合法（仮称）」の早期制定を求める意見書の提出について 

 

○議長（石原幸雄君） 提案者に提案理由の説明を求めます。１４番杉森弘之君。 

      〔１４番杉森弘之君登壇〕 

○１４番（杉森弘之君） 意見書案第３号、「労働者協同組合法（仮称）」の早期制定を求める

意見書案を読み上げまして提案理由とさせていただきます。 



 

 国会では、労働者協同組合法（仮称）について超党派での検討が始まっている。 

 労働者協同組合（仮称）は、労働者や市民が協同で出資し、民主的に経営に参加し、生活と

地域の必要に応える仕事を自らの手でおこす「協同労働の協同組合」である。わが国でも「ワ

ーカーズコープ」や「ワーカーズ・コレクティブ」をはじめとして、約１０万人の就労者と約

１，０００億円の事業規模を擁するものと推計されている。 

 「労働者協同組合法（仮称）」は、この労働者協同組合（仮称）を新たな法人制度として定

めるための法律である。新たな法人形態による雇用の創出は、少子高齢化による生産年齢人口

の減少に対応する上で有効であり、とりわけ営利企業の参入が期待しづらい分野では、その広

がりが期待される。また、多様な就労の機会を創出することにより、働く意志のある全ての

人々を対象に、ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）とワークライフバラ

ンス（仕事と生活の調和）を実現し、持続可能で活力ある地域社会の実現に寄与するものであ

る。さらに同法は、一定の条件さえ満たせば誰でも労働者協同組合（仮称）を設立することが

できるよう、「準則主義」に立脚すべきものである。 

 欧米をはじめ多くの国ではすでに労働者協同組合（仮称）の法律が存在している。我が国で

は、個別分野ごとに協同組合の法律が整備されてきた経緯があり、農協など事業主のための協

同組合、生協のような消費者のための協同組合の法律はあるが、労働者のための協同組合の法

律がないことから、労働者協同組合法（仮称）が是非とも必要と考える。すでに全国の自治体

９２２議会、茨城県内でも過半数の２３議会が同法の早期制定を求める意見書を採択している。

その実現が強く期待される。 

 よって、牛久市議会は、国会及び政府に対し、以下の事項を強く要望する。 

１ 出資と労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、非営利法人である労働者協同組

合（仮称）の設立を可能とするため、「労働者協同組合法（仮称）」を早期に制定すること。 

２ 簡便な手続きで設立できるようにするため、労働者協同組合（仮称）の設立は、準則主義

によるものとすること。 

３ 労働者協同組合（仮称）の業務従事組合員には、労働関係諸法令を適用すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（石原幸雄君） 以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。 

 これより意見書案第３号について質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 以上で意見書案第３号についての質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第５９号ないし議案第７４号の１６件、意見書案第２号



 

及び意見書案第３号の２件については、会議規則第３７条第１項の規定によりお手元に配付し

てあります付託表のとおり、所管委員会へ付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

令和元年第３回牛久市議会定例会常任委員会議案付託表 

 

◎総務常任委員会 

 

 議案第 ６１号 牛久市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改 

         正する条例について 

 議案第 ６２号 牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第 ６４号 令和元年度牛久市一般会計補正予算（第６号） 

         別記記載の当該委員会の所管事項についてのみ 

 議案第 ７３号 令和元年度牛久市一般会計補正予算（第７号） 

         別記記載の当該委員会の所管事項についてのみ 

 議案第 ７４号 損害賠償の額を定めることについて 

 

◎教育民生常任委員会 

 

 議案第 ５９号 牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

         定める条例について 

 議案第 ６４号 令和元年度牛久市一般会計補正予算（第６号） 

         別記記載の当該委員会の所管事項についてのみ 

 議案第 ６５号 令和元年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第 ６７号 令和元年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 議案第 ６８号 令和元年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第 ６９号 物品購入契約の締結について 

 議案第 ７０号 指定管理者の指定について 

 意見書案第２号 教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書の提出につ 

         いて 

 

◎産業建設常任委員会 

 

 議案第 ６０号 牛久市下水道事業の設置等に関する条例について 

 議案第 ６３号 牛久市水洗便所改造資金助成条例を廃止する条例について 



 

 議案第 ６４号 令和元年度牛久市一般会計補正予算（第６号） 

         別記記載の当該委員会の所管事項についてのみ 

 議案第 ６６号 令和元年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第 ７１号 指定管理者の指定について 

 議案第 ７２号 指定管理者の指定について 

 議案第 ７３号 令和元年度牛久市一般会計補正予算（第７号） 

         別記記載の当該委員会の所管事項についてのみ 

 意見書案第３号 「労働者協同組合法（仮称）」の早期制定を求める意見書の提出について 

 

○議長（石原幸雄君） つきましては、各委員会において受託案件を審査終了の上、１２月２

０日の本会議に審査の経過及び結果を報告されるようお願いをいたします。 

 次に、日程第１９、休会の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 休会の件 

 

○議長（石原幸雄君） お諮りいたします。委員会審査及び議事整理のため、あす１４日から

１９日までの６日間は休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石原幸雄君） 御異議なしと認めます。よって、あす１４日から１９日までの６日間

は休会とすることに決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

                午前１１時１８分散会 

 


